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▽令和６年度 視聴覚・放送教育合同全国大会 生涯学習部会報告①セミナー 

 

--------------------------------------- 

セミナー 

テーマ「16 ミリフィルム利用の延命策と終

い方」 

--------------------------------------- 

講師：立見康彦氏（群馬県退職校長会会長） 

司会：丸山裕輔氏（全視連副専門委員長・新

潟県五泉市立村松小学校） 

 

令和５年度の全国視聴覚教育連盟（以下「全

視連」）オンライン交流会において、全国の視

聴覚センター・ライブラリーが 16 ミリフィ

ルムの利活用に様々な課題を抱えていること

が話し合われた。令和６年度はこれを受けて、

オンラインネットワークを活用した解決策の

検討と提案を行う調査研究を進めているが、

本セミナーでは調査研究の一環として元群馬

県視聴覚センター課長・元群馬大学大学院客

員教授であり、現在、群馬県退職校長会会長

である立見康彦氏を講師に招いて、既 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に映写機の生産やメーカーによる保守が終

了している現在、16 ミリフィルムの劣化を

防ぎつつ、どのように利用していったらよい

のかを考えるとともに、16 ミリフィルムの

利用を終わらせ方を学び、考える時を持った。 

 

1. 調査研究の経過報告 

はじめに、司会の丸山裕輔全国視聴覚教育

連盟専門副委員長より、本年度の全視連調査

研究「オンラインネットワークを利用した

16 ミリ活用策提言にむけた調査研究」の途

司会：丸山副専門委員長 
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中経過を報告した。 

本調査は、多くの視聴覚センター・ライブ

ラリーで 16 ミリフィルム活用の取り組みが

行われている現状を受けて、16 ミリフィル

ム、16 ミリ映写機の活用に向けたオンライ

ンネットワークを活用した解決策の検討と提

案を行うことをねらいとしている。 

一般財団法人 日本視聴覚教育協会が発行

している「視聴覚センター・ライブラリー一

覧」（以下「ライブラリー一覧」と略）の令和

５年度版によると全国 469 の視聴覚センタ

ー・ライブラリーに 165,397 本の市販 16

ミリ映画が保有されており、1 万本以上保有

する 3 都県がある一方、1 本も保有していな

い県が 3 県あった。 

また、貸し出し状況を見ると、貸し出しが

ある施設は 126 施設と全体の 26.9％で、貸

し出し数の総数 4,123 本のうち上位 8 施設

で 46.6％と半分近くを占めていた。 

16 ミリ映写機の保有状況では、229 施設

が 998 台保有しており、半分以上の施設が

保有しておらず、保有施設の台数は平均 4.4

台だった。 

また貸し出しがある施設は 116 施設で貸

し出し総数は 1,001 台であった。 

調査研究では、16 ミリフィルムの貸し出

しが多い施設から、埼玉県視聴覚ライブラリ

ー（461 本）、鹿児島県民大学中央センター

（264 本）、宇都宮市立視聴覚ライブラリー

（140 本）、川崎市視聴覚センター（138本）

の事例研究を行うとともに、ネットワークを

活用した 16 ミリフィルムの活用策の提言を

予定している。 

 

2．16 ミリフィルム利用の延命策と終い方 

講師：立見 康彦 氏 

1）16 ミリフィルムの延命策 

 16 ミリフィルムの延命策を考える上で、

利用が少ない→ライブラリーの廃止→16 ミ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リフィルムの廃棄という流れにならないこと

が重要。 

・きちんとした保管・保全ということが大切。 

・フィルムを点検・修理することが必要だが、

職員だけでは難しく、ボランティアが必要。

しかし、職員はフィルムをしっかり見ていき、

利用できるかどうかを確認するということが

大切。 

・点検しながら利用可能な目録作りを行い、

広報につなげる。 

・利用促進のためにライブラリーが連携する。 

2）16 ミリ映写機の延命策 

・今ある映写機を大事に使っていくには点

検・修理が必須。修理ができる業者が少なく

なっているので、ライブラリーの連携で業者

を見つけていく必要がある。また、修理の予

算化が必要になる。 

・部品の調達は使えなくなった映写機から。 

・業者に頼めないとすれば、職員が技能を身

に着けるため、講習会を県レベルで実施して

はどうか。 

・延命のためにもライブラリーの連携は必要。 

3）16 ミリフィルム利用の延命策 

これが一番大切。 

・利用推奨する 16 ミリフィルムの広報に力

を入れる。 

・利用を呼び掛けるだけでなく、ライブラリ

ーが出前映画会を主催するなどして利用増を

ねらって活用する。 

・16 ミリに限らずビデオテープや DVD な

講師：立見康彦氏 
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どの利用を増やす中で 16 ミリの利用増を図

る。 

・16 ミリ映写機操作技術講習会を開催して

16 ミリの操作ができる人を増やすことから

始まる。人数が少ないからと言ってやめるの

ではなく、著作権講習会や点検修理の講習も

入れるとよい。 

・16 ミリフィルム利用団体の育成を図る。 

視聴覚ライブラリーの必要感を高めること

が延命策につながっていく。 

4）16 ミリフィルムの終い方 

16 ミリフィルムの廃棄や移管に当たって

は、著作権を持つ制作者の許諾が必要だが、

個々に許諾を取るのは難しいため、全視連で

一括してできるようにしてあるので、様式に

基づいて届け出る。 

 

3．16 ミリフィルムの貸し出しが多い施設

の事例 

 神崇尋全視連専門委員による宇都宮市立視

聴覚ライブラリーの事例報告では、特徴的な

取り組みとして年 2 回発行の AVL だよりで

お薦めフィルムの紹介を行う、上映会を積極

的に行っている団体がある、年 2 回映写機操

作講習会を開催、資格を持っている方を対象

とした再講習会を開催、などがあった。さら

に、保有する 16 ミリフィルムの巻き戻しを

実施し、変形したものなどを廃棄するなどし

て、劣化対策を行っている。 

次に、大塚貴士全視連専門委員から川崎市

視聴覚センターの事例報告があった。センタ

ー自体が教員の研修のみならず市民団体の利

用も多く、市民団体へのフィルムの貸し出し

が多いことにもつながっているのではないか。

8 月にアニメが多く借りられているというこ

とも上映会が多く開催されていることを示し

ている。 

続いて丸山裕輔専門副委員長より、埼玉県

視聴覚ライブラリーとかごしま県民大学中央

センターを加えた4施設の事例分析の報告が

あった。 

 4 施設に共通する特徴として、「情報提供」

「借りやすい仕組み」「上映できる人を増や

す」ということが挙げられ、上映会がより多

く行われる環境を作り出している。 

 

4．質疑応答・意見交流から 

1）著作権処理をされた視聴覚ライブラリー

保有教材の優位性 

 利用しやすい図書館の DVD や市販ディス

クを使った上映会利用の可否について質問が

あったが、講師からは、著作権処理をされた

視聴覚ライブラリー保有教材以外では上映会

はできない、視聴覚ライブラリー廃止の動き

があるが、著作権対応を含めて視聴覚ライブ

ラリーの必要性を行政が理解すべきとの指摘

があった。 

 なお、図書館向けの販売に関して、日本映

像ソフト協会では明確に「視聴覚ライブラリ

ーと異なり、「公立図書館等」向け価格に含ま

れる補償金は、通常、公衆に提示すること（公

の上映等） を目的としないで貸与する場合の

補償金ですから、「公立図書館等」向けビデオ

ソフトは、公の上映を行う目的の利用者に貸

与することはできませんのでご注意くださ

い。」と公表している。 

2）16 ミリ映写機のメンテナンス 

 16 ミリ映写機のメンテナンスに関して、

業者がいない、業者が廃業して頼めなくな

ったという声があったが、ライブラリーが

連携して業者を探したり部品の交換を行う

などの取り組みが必要だということが確認

された。 
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▽令和６年度 視聴覚・放送教育合同全国大会 生涯学習部会報告②実践発表 

 

--------------------------------------- 

実践発表 

テーマ「県の視聴覚教育施設の取り組みと市

町村に対する支援策の状況」 

--------------------------------------- 

発表者：榎本 尚志氏（新潟県立生涯学習推

進センター） 

野口 豪氏 （かごしま県民大学中

央センター） 

講 師：丸山 裕輔氏（全国視聴覚教育連盟） 

 

１． 「新潟県の ICT 推進事業についてー市  

町村行政職員に向けた取り組み」 

発表者：榎本 尚志氏 

（新潟県立生涯学習推進センター） 

新潟県立生涯

学習推進センタ

ーでは、「誰一人

取り残さない」を

キーワードに各

種 研 修 会 を 企

画・運営している。

ICT 推進事業では、市町村行政職員・公民館

主事・学校教職員を対象にオンライン教育ツ

ールや AI 技術、クラウドサービスの活用など

最新の技術や情報も含め、スキルの向上とリ

テラシーの情報共有を目的に研修会を行って

いる。 

①各種研修会の取組 

研修会は、質の高い講義と演習を提供、時

代の先を見越した理論と技術の伝達を目的と

している。 

(1)ICT 研修会 

「Zoom 初級編」「Zoom ホスト編」「タブ

レットを使ってみよう講座の作り方」「生成

AI の活用」「Google workspace の使い方」

の５つを実施。受講者数は、各回ほぼ定員に

達し、アンケート評価では、研修会の満足度

はかなり高い。今後も業務に役立つ研修会を

目指し、事前調査によりニーズを把握し、満

足度と習熟度が高くなるように、研修会を企

画・運営していきたい。 

 出張ＩＣＴ研修会は、４つの市町村に訪問

した。研修内容は、５つの研修会の中から選

んでもらい実施したが、上記研修会と同様に

高い評価が得られた。希望市町村が多く、次

年度以降、計画的に市町村を訪問できるよう

にしていきたい。 

(2)デジタル・シティズンシップ研修会 

 「情報モラルから、デジタル・シティズン

シップ教育へ」をキーワードに、端末や機器

をどう使用することが最良かということを念

頭に研修会を実施した。第 1 回「デジタル・

シティズンシップ教育とは」では、現在のイ

ンターネット利用について、教員や保護者が

できることについて考えた。第２回はサイバ

ー犯罪対策について、「若者の端末の使用例と

問題点」と題し、スマホ世代の大学生２名の

生の声を聞きながら、端末の使用状況やトラ

ブル事例についての理解を深め、デジタル・

シティズンシップ教育を推進するための学習

プログラムについて考える演習を行った。 

(3)ICT の技術支援について 

映像活用の支援、教材活用に関する支援、

情報通信機器、インターネットの活用（リテ

ラシーを含む）に関する支援を行っている。

対象は、県・市町村の行政職員、団体、公民

館職員、教職員であり、令和６年 10 月まで

に 48 回の支援を行った。インターネットの

活用が多く、Zoom の接続方法や機能につい

て説明した。オンラインによる研修会が増え

ていることから、ホストとしての操作方法や
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機器の接続方法については、今後も支援依頼

が増えてくると予想される。 

(4)ラ・ラ・ネットのリニューアル 

当センターのＨＰを 15 年ぶりに大幅リニ

ューアルした。システム改修の他、セキュリ

ティの強化を実施したことから、安心して利

用してもらえる。センターの研修会について

の情報や指導者情報、視聴覚教材情報に特化

した仕様になっている。 

ＵＲＬ：https://lalanet.gr.jp/ 

②今後に向けて 

「誰一人取り残さない」をキーワードに、

受講者のニーズに合った研修会を企画・運営

していく。特に、リテラシーを含んだ ICT 教

育の強化と市町村職員の ICTスキルが向上し

ていく研修会に力を入れていきたい。 

 

２．ICT 活用に関する市町村支援―ICT 活用

のための「人づくり」「きっかけづくり」

「体制づくり」支援 

発表者：野口 豪氏 

（かごしま県民大学中央センター） 

かごしま県

民大学中央セ

ンターでは、市

町村等におけ

る ICT を活用

した施策を展

開するため、指

導者の養成や ICT 活用支援を行っている。特

に、職員が市町村等に直接出向いて、効果的

な技術支援を行うことに力を入れている。 

①ICT・デジタル環境と指導者養成の実態 

センターの ICT 機器については、財政的な

状況により機器の更新等が厳しい状況にあっ

たが、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金により、必要な機器を整備する

ことができてきた。しかし、各市町村の社会

教育施設では、デジタル基盤の整備が進んで

いない状況が依然として多く見られる。また、

各市町村の生涯学習・社会教育関係者からは、

実現したいオンライン型事業を実施するため

の研修をして欲しいという要望も多く寄せら

れている。 

②ICT・デジタル活用によるメデイア研修講

座 

県内市町村等におけるメディア研修の充実

及び視聴覚教材の利用促進を図るために、県

及び市町村の生涯学習・社会教育担当職員等

を対象に ICT 機器等を使用した「メディア研

修講座」を開設している。この講座は、「テー

マ学習型」「アドバンス型」「サポート型」の

３つの視点で開設しており、自治体の状況に

応じた研修内容を用意している。 

テーマ学習型は、現代的課題や市町村が抱

える課題の解決に向けて、センターを会場に

実施する研修である。アドバンス型は、市町

村の公民館等を会場として先進的でモデル的

な内容の講座を実施し、運営の在り方も含め

て普及を目指すものである。サポート型につ

いては、市町村等が開設する研修講座の企

画・運営や ICT 機器等の操作、情報モラルに

関する研修等において、市町村等からの要請

に応じてセンター職員が「技術支援」及び「講

師派遣」を行う。この技術支援は単なる支援

ではなく、最終的には市町村独自で実施する

ことを目的とした、「自立のための支援」であ

る。 

具体的には、基本接続を市町村等の職員に

示し、例示したシステムを構築すると何がで

きるようになるかを分かりやすく提示し、職

員の理解を促すことでどのような機器を導入

すれば良いかを検討してもらうきっかけとし

ている。 

サポート型の支援は、令和６年度９月時点

において、すでに 28 件実施しており、市町
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村等における社会教育施設のデジタル基盤強

化に大きく貢献している。 

③実践の考察 

センターでは、多方面からのアプローチに

より市町村職員を支援している。テーマ学習

型の研修は、社会教育行政に係る ICT 人材の

育成、つまり「人づくり」という視点からの

取組である。また、アドバンス型の研修では、

ICT 技術の活用を市町村職員が体験すること

で、講座開設への「きっかけづくり」の意味

合いをもっている。サポート型支援で市町村

のデジタル基盤の構築を支援する「体制づく

り」を目指している。 

これらの取組は、「人づくり」「きっかけづ

くり」「体制づくり」の３方面から市町村社会

教育行政等を支援しており、幅の厚い効果的

な体制であると考えている。 

 

３．講師によるまとめ 

 両発表から学べることとして、 

① ビジョンに沿った明確な研修の目的を持

ち、それに合わせた研修の内容や方法を

構築することが重要で、市町村に出かけ

ていく方法もシフトチェンジの大切さを

表している。 

② 研修の評価ということをこれからは考え

ていかないといけない。量的な指標に加

えて質的な指標や新しい指標を考える必

要がある。 

③ 今後の課題として、情報サイクルの視座

から、ICT の活用により情報の共有から

情報の創出へというサイクルを作り出し

ていくことが期待される。 

 

 

 

 

 

 

                                             

▽講師派遣事業 令和６年度 メディア研究特別講演会（新潟県） 
 

令和６年度の全視連の講師派遣事業を活用

して、「デジタル時代の著作権と肖像権～県民

と教育者のための基礎知識～」をテーマに千葉

大学アカデミック・リンク・センター特任教授  

の大和淳氏の講演が標記研修会において実施

されました。 

 

１．主催 新潟県立生涯学習推進センター 

２．趣旨 

 情報化の進展や、生涯学習の推進を目指し、

ＩＣＴを活用して県民の生涯学習活動を支援

する担当者・指導者を育成する。県民の学習機

会を提供する。 

３．日時 令和６年 11月６日（水）13:30～

16：30 

４．場所（実施形態） オンライン 

５．参加者 

 ３９名（学校１０名、公民館４名、図書館６

名、視聴覚関係３人、行政 11 人、 

県民１名、センター職員３名）全視連

１名とセンター職員３人は申込者に

含まない。 

６．講師 大和淳氏（千葉大学アカデミック・

リンク・センター特任教授） 

７．講演テーマ 
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「デジタル時代の著作権と肖像権～県民と

教育者のための基礎知識～」 

８．成果（アンケート結果） 

〇「研修の満足度」に対する受講者の肯定的評

価の割合は、８７．１％であった。これは、

著作権の・肖像権が全くわからない参加者に

もイメージできるように、次のように工夫し

た手立てを講じたためと考えられる。 

〇最近のニュースで話題となったことを導入

に用いたことが挙げ、「誰が悪かったのか」、

単純に区別したり特定したりすることは簡

単ではないこと、また，第三者が安易に断じ  

ることもできないことを説明された。参加者

は著作権の扱いの難しさについて理解する

ことできた。更に、問題が起きる恐れがある

時には知識だけでなく「どうすれば（何を考

えれば）よかったのか」、「どうする手立てが

あったのか」を自ら考えることが必要である

こと話された。 

〇著作権制度の仕組みについて全体的な解      

説があり、「著作物」「著作者」とは何かにつ

いて説明された。参加者は、創作すれば自動

的に著作者人格権と著作権（財産権）が発生

することを学ぶことができた。また、著作物

を利用するにはどうすればよいか、著作権の

在続期間、著作者の権利の例外、権利が侵害

された場合の救済処置についてなど、誰もが

日常生活の中で必要となる知識についてわ

かりやすく説明された。 

〇後半には制度の原則的な考え方を踏まえ 

つつ、「実際にはどうしたらよいか」を考え

る場となった。応用力を働かせて「生活の知

恵」をいかに生み出すかを参加者に問いかけ

た。参加者は仕事や生活の中での、学んだこ

とを生かしてどのようするかを考えた。 

〇参加者で解決することが難しいこともあり、

講師への質問が多く寄せられた。参加者の勤

務先によって質問の系統は多岐にわたった

が、大和先生は一つ一つの事例について、丁

寧に対応していただいた。大変多くの質問が

あったため、大和先生に質問への回答を一覧

にまとめていただき、後日参加者へ送付した 

〇最後に、これからあるべき著作権の集中管 

理の在り方について、私見を話された。 

 

９．問題点と改善点 

〇広く様々な業種に参加者を募ったため、困 

りごとも多岐にわたり、講師が時間内に応え

ることが難しかった。全員の質問は後日に回

答することを事前に伝え、参加者から寄せら

れた質問をもとにケーススタディを行う形

にする等の工夫が必要である。 
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▽えすけーぷ 

2024 年 12 月 25 日に文化庁から、一般

社団法人私的録音録画補償金管理協会

（sarah）より申請のあったブルーレイディ

スクの機器・媒体に係る補償金の額について、

文化庁長官が認可を行ったと報道発表があり

ました。 

 実際に補償金が徴収されるのは 2025 年

4 月 1 日からで、ブルーレイディスクレコー

ダーは 1 台当たり税込 200 円、録画用ディ

スクは「当該特定記録媒体の基準価格に 1％

を乗じて得た額」とのことです。 

 そもそも、私的録音録画補償金制度が

1992 年の著作権法改正によって導入され、

1999 年 7 月 1 日から施行されたものです

が、2002 年にブルーレイ規格が公式発表さ

れ、翌年に世界で初めてブルーレイ対応レコ

ーダーが発売されてから 20 年以上たって徴

収が開始されることになりました。 

 ブルーレイ規格自体に著作権保護機能が付

いていることからメーカーが徴収を拒否した

りして 20 年以上かかったわけですが、同じ

ようなタイミングで 1 月 23 日にソニーが

2025 年 2 月での録画用ブルーレイディス

クの生産終了を発表したというのはある面皮

肉なことといえるでしょう。 

 2023 年 2 月にはパナソニックがブルー

レイディスクの生産を終了しており、大手メ

ーカーの撤退が続いています。ブルーレイデ

ィスクの録画・再生機であるブルーレイレコ

ーダーの 2024 年の売り上げは 2022 年と

比較して4割減っているともいわれています。 

 ブルーレイは DVD と比較してより大容量

のデータを記録できるという長所を持ってい

ますが、より大容量のハードディスクやシリ

コンディスクが安価に入手できるようになっ

たこともあり、DVD に代わることなく役割

を終えるのかもしれません。 

 ブルーレイが登場してから 20 年ほどで規

格の終焉が見え始めているというのは、16

ミリ映画の規格が発表されて約 90 年で映写

機のサポートが終了という期間と比べて随分

と寿命が短くなったということでしょう。 

 視聴覚センター・ライブラリーが扱う映像

を記録再生するメディアの寿命は、16 ミリ

映画と比べて短くなっています。ビデオテー

プもベータ規格は 27 年、VHS 規格は 36

年でメーカー生産が終了しました。レーザー

ディスクも 24 年で終了しています。 

視聴覚センター・ライブラリーでは現在も

16 ミリ映画を大切に利用しているところも多

くあります。その一方で、目まぐるしく変わる

規格への対応も必要とされています。利用減少

により施設そのものがなくなったり、予算も職

員数も減っているという厳しい状況にありま

すが、住民の学びや情操に生かせる映像教材を

提供し続けるために、既存の教材を生かしつつ、

新しい規格への対応も進めていきたいもので

す。             （Ｔ．Ｍ） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  
全国視聴覚教育連盟  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-10-11 虎ノ門 PF ビル  
TEL：03-3431-2186／Fax：03-3431-2192 
H P：http://www.zenshi. jp/ 
Mail： info@zenshi .jp 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

http://www.zenshi.jp/
mailto:info@zenshi.jp
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